
議案第２１号 

 

   佐倉市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 

 佐倉市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり制定する。 

 

  令和３年８月２３日提出 

 

            佐倉市長  西 田 三十五   

  



佐倉市条例第   号 

   佐倉市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 佐倉市立公民館の設置及び管理に関する条例（昭和４８年佐倉市条例第４３

号）の一部を次のように改正する。 

 別表第３中 

「 

１００円 
２１０円 
４００円 
７００円 

１，４８０円 

            」を 

「 

１２０円 
２４０円 
４５０円 
７６０円 

１，６１０円 

            」に改め、同表備考２中「（備考３に掲げる場合を除

く。）」を削り、同表備考３を削る。 

 別表第４中 

「 

２００円 
４２０円 
８００円 

１，４００円 
２，９６０円 

            」を 

「 



２４０円 
４８０円 
９００円 

１，５２０円 
３，２２０円 

            」に改め、同表備考を次のように改める。 

 備考 使用時間に１時間未満の端数がある場合は、１時間とみなす。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の佐倉市立公民館の設置及び管理に関する条例別表

第３及び別表第４の規定は、令和４年４月１日以後の佐倉市立公民館の使用

に係る使用料について適用する。 


